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脱炭素先行地域の取組について 

１ 脱炭素先行地域について 
・ 脱炭素先行地域とは、地域の再生可能エネルギーを最大限に活用して、2030 年までに
民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門等その他の温室効
果ガス排出削減についても国の 2030 年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現
する地域。 

・ 令和 3（2021）年 6月に国・地方脱炭素実現会議で決定された「地域脱炭素ロードマッ
プ」等では、この脱炭素先行地域を全国で少なくとも 100 カ所選ぶ方針が示されてい
る。 

・ 選定された「脱炭素先行地域」の取組に対し、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」
（交付率概ね 2／3、上限額 50 億円）が交付される。 

２ 尼崎市の取組について 
  尼崎市は、阪神電気鉄道株式会社とともに、環境省が実施した第 1回脱炭素先行地域の
公募に共同提案で応募し、令和 4年 4 月 26 日付けでこの提案が選定された。 

  ※第 1 回脱炭素先行地域募集 
令和４年１月 25日から２月 21 日までの期間で実施され、共同提案を含め日本全国の 102 の地方公共
団体から 79件の計画提案があり、脱炭素先行地域評価委員会の評価を踏まえ、環境省が 26件を脱炭
素先行地域として選定した。 

（１）タイトル 
阪神大物地域ゼロカーボンベースボールパーク整備計画 
～地域課題解決型！官民連携事業～ 

（２）取組内容 
尼崎市南部に位置する阪神電車沿線エリアのうち、阪神タイガースファーム施設（2軍

本拠地）等を整備予定の小田南公園のほか、大物公園、大物川緑地、市内の阪神電車の
各駅について、徹底した省エネルギー化と再エネ設備の導入、電力の地産地消等の取組
により、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴うCO2排出を 2030
年度までに実質ゼロとするもの。※詳細は別紙のとおり 
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３ 先行地域の取組に関する推進、進捗管理等の体制について 
 （１）推進体制 
   本市の脱炭素先行地域の取組推進については、市長をトップとして設置されている
「尼崎市環境保全推進会議」の部会として「尼崎市脱炭素先行地域実施部会」を設置
し、当部会において協議検討し、推進していく。 

 （２）進捗管理の実施体制・方針 
   基本的には、（１）に記載する推進体制のもと経済環境局が中心となって取組を進めて
いくが、①脱炭素先行地域内における脱炭素に関する進捗度合、②地域経済活性化に関
する進捗度合、③防災機能向上や地域住民の暮らしの質の向上に関する進捗度合等につ
いては、尼崎市環境審議会において、意見や助言を得ながら取組の評価を行い、以降の
取組へと活かしていきたいと考えている。 

   また、取組の最終年度（令和 8年度を予定）には、尼崎市環境審議会における意見等
を踏まえ、①～③に関する実績、効果等について総括を行うこととする。 

以 上  




